


本委託事業において対象とした事業者に雇用され、 
職場が被災12市町村の中にあり、 
3ヶ月以上の雇用契約が見込める方。 
通勤時間が短縮されていること。 
（引越元と引越先の最短距離に限定し、経由不可。） 

①対象となる方 

 

②引 越し距離  

： 

 

： 

平成31年3月15日事務局必着
受付月末締め、翌月内

①申 請 期 日  
②給 付 時 期  

： 
： 

給付条件 

被災12市町村 

給付要件 

転 居 支 援 の 詳 細  

田村市 南相馬市 川俣町 広野町 　葉町 富岡町 
川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村 

給付内容  

支払い不可項目 ①家賃 ②敷金 ③引越し先検討時の情報収集費用 ④原状回復費 ⑤通信費 ⑥事業者への謝礼金 ⑦事業者以外への謝礼金 
⑧清掃・クリーニング費用 ⑨家財道具購入及び処分費用 ⑩各種証明書取得費用 ⑪引越し時に生じた損害に対しての補償費用 

金 額  支 払 い 可 能 項 目  

①引越し業者利用費 
②荷物の搬入業者利用費 
③家電設置費用 
④引越し時交通費 
⑤賃貸住宅契約に係る礼金 
⑥賃貸住宅契約に係る 
　仲介手数料 
⑦引越しに伴う宿泊費 
※就職者とともに転居する家族分についても対象とする 

（2ヶ月分まで） 

（1ヶ月分まで） 

（1泊分のみ、1人1万円まで）

35万円以上 

30万円以上～ 
35万円未満 

25万円以上～ 
30万円未満 

20万円以上～ 
25万円未満 

15万円以上～ 
20万円未満 

10万円以上～ 
15万円未満 

： 30万円 
： 25万円 
： 20万円 
： 15万円 
： 10万円 
： 5万円 

10万円未満 : 給付無し 

負担した金額 給付金額 

福島復興エリア求人特集に掲載中の事業者に就職した方には、 
移住・引越にかかる転居費用を支援いたします。 

就職・転職に伴う転居支援のご案内

（24時間受付）

㈱ビズリーチ

平成30年度 経済産業省委託事業 福島求人支援チーム
受付
平日10～17時

info.fukushima@bizreach.co.jpE-mail
0120-910-195

楢 

※ご不明な点やご質問などございましたら下記お問合せ先までご相談下さい。

（鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、レンタカー代、ガソリン代※最短距離計算になります）

事業運営会社：株式会社ビズリーチ
協力：公益社団法人 福島相双復興推進機構

（福島相双復興官民合同チーム）


